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トランスコスモス株式会社 

トランスコスモス、内閣官房水循環政策本部事務局より「水循環ACTIVE企業」に認証 

和歌山県での間伐事業など、水循環に貢献する取り組みを推進 

トランスコスモスは、内閣官房水循環政策本部事務局が認定する「水循環企業登録・認証制度」において、令和6年度「水循環

ACTIVE企業」（人材資金カテゴリー）に認証されました。認証の対象となった取り組みは、和歌山県の森林保全活動「企業の森」

事業です。 

 

 

 

 

 

 

 

近年、企業においては、企業の社会的責任（CSR）や持続可能な開発目標（SDGs）の動向に加え、気候変動や水リスクなど、さま

ざまな課題へのさらなる対応が求められています。これらの背景を踏まえ、企業による多様な水循環に資する取り組みが実施さ

れています。このような取り組みを積極的に登録・認証し、インセンティブを高めることにより、よりいっそう企業の取り組みを促進

することで、社会全体で水循環に向き合うことを目的に、2024年8月、「水循環企業登録・認証制度」が創設されました。 

トランスコスモスは和歌山県有田郡有田川町において、社会・環境貢献活動、地域との交流活動の一環として、和歌山県「企業の

森」事業に参画し、有田川流域での涵養機能維持、森林整備・保全のため、令和6年2月から 3月にかけて 2.27haの間伐を実

施しました。今後も和歌山県に限らず、水循環に貢献する取り組みを推進していく予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内閣官房水循環政策本部事務局サイト：https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/mizu_junkan/category/active_r6sinsa.html 



※トランスコスモスは、トランスコスモス株式会社の日本及びその他の国における登録商標または商標です 

※その他、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です 

 

（トランスコスモス株式会社について） 

トランスコスモスは 1966 年の創業以来、優れた「人」と最新の「技術力」を融合し、より価値の高いサービスを提供することで、お客様企

業の競争力強化に努めて参りました。現在では、お客様企業のビジネスプロセスをコスト最適化と売上拡大の両面から支援するサービ

スを、アジアを中心に世界 35 の国と地域・181 の拠点で、オペレーショナル・エクセレンスを追求し、提供しています。また、世界規模で

の EC市場の拡大にあわせ、お客様企業の優良な商品・サービスを世界 46の国と地域の消費者にお届けするグローバル ECワンスト

ップサービスを提供しています。トランスコスモスは事業環境の変化に対応し、デジタル技術の活用でお客様企業の変革を支援する

「Global Digital Transformation Partner」を目指しています。(URL： https://www.trans-cosmos.co.jp) 
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